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令和３年第３回竜王町議会定例会（第１号） 

                            令 和 ３ 年 ９ 月 ２ 日 

                            午後１時００分開会 

                            於 議 場 

１ 議 事 日 程（第１日） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議第３９号 竜王町職員定数条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４０号 竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の一 

            部を改正する条例 

日程第 ５ 議第４１号 竜王町給水条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第４２号 令和３年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議第４３号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第４４号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第１号） 

日程第 ９ 議第４５号 令和３年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議第４６号 令和３年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議第４７号 令和２年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第４８号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第４９号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５０号 令和２年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１５ 議第５１号 令和２年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１６ 議第５２号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

日程第１７ 議第５３号 令和２年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１８ 議第５４号 令和２年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

日程第１９ 議第５５号 竜王町教育委員会委員の任命について 
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日程第２０ 議第５６号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第２１ 議第５７号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２２ 報第 ６号 令和２年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ７号 令和２年度竜王町資金不足比率について 
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２ 会議に出席した議員（１２名） 

 １番 森 島 芳 男   ２番 中 村 匡 希 

 ３番 福 田 優 三   ４番 鎌 田 勝 治 

 ５番 橘   せつ子   ６番 尾 川 幸左衞門 

 ７番 大 前 セツ子   ８番 澤 田 満 夫 

 ９番 磯 部 俊 男  １０番 貴 多 正 幸 

１１番 岡 山 富 男  １２番 小 西 久 次 

３  会議に欠席した議員（なし） 

４  会議録署名議員 

 ７番 大 前 セツ子   ８番 澤 田 満 夫 

５  地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長 西田 秀治  教育委員会教育長 甲津 和寿 

竜王町代表監査委員 吉田 定男  竜 王 町 監 査 委 員 鎌田 勝治 

副 町 長 杼木 栄司  総 務 主 監 市田 重宏 

住 民 福 祉 主 監 兼 
発 達 支 援 課 長 

奥  浩市  産 業 建 設 主 監 井口 清幸 

会 計 管 理 者 小森久美子  総 務 課 長 間宮 泰樹 

未 来 創 造 課 長 図司 明徳  中 心 核 整 備 課 長 森  徳男 

税 務 課 長 中島 孝之  生 活 安 全 課 長 冨田 尚弘 

住 民 課 長 寺嶋  要  福 祉 課 長 西村 忠晃 

健 康 推 進 課 長 川嶋 正明  農 業 振 興 課 長 中山 孝彦 

商 工 観 光 課 長 岩田 宏之  建 設 計 画 課 長 市岡 忠司 

上 下 水 道 課 長 森岡 道友  教 育 次 長 知禿 雅仁 

教 育 総 務 課 長 町田 啓司  学 校 教 育 課 長 山本 照代 

生 涯 学 習 課 長 込山 佳寛    

６  職務のため議場に出席した者 

議 会 事 務 局 長 西川 良浩  書 記 德田 桃子 
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開会 午後１時００分 

○議長（小西久次） 皆さん、こんにちは。ただいまの出席議員数は１２人であり

ます。よって、定足数に達していますので、これより令和３年第３回竜王町議会

定例会を開会いたします。 

会議に入る前に、町長より発言の申出がございますので、これを認めることに

いたします。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） 皆さん、こんにちは。令和３年竜王町議会第３回定例会の開

会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私何

かと御多用の中、御出席いただき厚くお礼を申し上げます。 

さて、９月に入り、朝夕は少しずつ涼しさを感じるようになってまいりました。

町内の田んぼも黄金色に染まり、８月中旬の長雨の影響が心配されましたが、水

稲の収穫も順調に進んでいるようでございます。 

一方で、滋賀県に緊急事態宣言が発令されてから約１週間となりますが、依然

として１日の新規感染者数が高止まりしておりまして、病床使用率も８０％を超

えるなど、大変厳しい状況が続いております。竜王町におきましても、８月に入

ってからの新規感染者数が感染者累計の半数を占めておりまして、これまでにな

い勢いで感染が拡大しております。本町としましては、滋賀県からの緊急事態措

置に基づき、外出・イベント等の自粛要請や町施設の貸館の停止などを行い、人

流の削減に努めております。 

また、本町のワクチン接種につきましては、県内でもトップクラスのスピード

で進んでおりまして、１回目の接種については対象者の約８０％の方が完了し、

２回目の接種についても約６０％の方が完了しており、９月末で希望者への２回

目の接種が完了できる見込みでございます。ワクチン接種は、感染力が強い変異

株に対しても明らかな効果があると言われております。改めまして、医療関係者

の皆様の御協力に厚くお礼を申し上げますとともに、引き続き全庁一丸となって

円滑にワクチン接種を進めるなど、町民の皆様が安心して暮らせる日常を一日で

も早く取り戻せるよう、感染症対策に取り組んでまいります。 

最後になりますが、本定例会に提案申し上げます案件につきまして慎重なる御

審議を賜り、適切な御結論をいただきますようお願い申し上げ、開会に当たりま

しての御挨拶とします。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（小西久次） これより本日の会議を開きます。 

皆さんのお手元に議会諸般報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いい

たします。 

なお、説明は省略いたしますので、御了承願います。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小西久次） それでは、日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第１２５条の規定により、７番 大前セツ子議員、８番 澤田満夫議

員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（小西久次） 日程第２ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日９月２日から９月２９日までの２８日間といたしたい

と思いますが、これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） 御異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日９

月２日から９月２９日までの２８日間と決定いたしました。 

なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付いたしました日程表により

会議を進めてまいりたいと思いますので、御協力のほどをお願い申し上げます。 

それでは、これより議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第 ３ 議第３９号 竜王町職員定数条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 議第４０号 竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の一 

            部を改正する条例 

日程第 ５ 議第４１号 竜王町給水条例の一部を改正する条例 

日程第 ６ 議第４２号 令和３年度竜王町一般会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議第４３号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 

            補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議第４４号 令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            補正予算（第１号） 
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日程第 ９ 議第４５号 令和３年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第１０ 議第４６号 令和３年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（小西久次） 日程第３ 議第３９号、竜王町職員定数条例の一部を改正す

る条例から、日程第１０ 議第４６号、令和３年度竜王町水道事業会計補正予算

（第１号）までの８議案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第３９号から議第４６

号までの８議案について提案理由を申し上げます。 

議第３９号、竜王町職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、本条

例第２条に規定しております事務部局ごとの定数において、令和２年度から、教

育委員会部局の事務部局の職員及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員の

配置数について、現状との不整合が生じておりますことから、今回実態に合わせ

た改正を行い、かつ、教育委員会部局を一本化し、包括的な運用が行えるよう条

例の一部改正を行うものでございます。また、併せて現状の行政課題に対応し得

る組織体制を構築するため、一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４０号、竜王町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例につきましては、令和３年１０月１日に開所を予定している竜

王町国民健康保険診療所（医科）の名称を地域の診療所として覚えやすく親しみ

のある名称へと変更したく、第２回定例会において議決をいただいた一部改正条

例の一部改正を行うものでございます。 

次に、議第４１号、竜王町給水条例の一部を改正する条例につきましては、水

道料金の見直しにより条例の一部改正を行うものでございます。改正内容は、口

径１３ミリメートルの基本水量を増量し、口径１３ミリメートル及び口径２０ミ

リメートルにおいて基本料金を減額、さらには、超過料金について全口径におい

て同一の逓増性料金体系を設定するものでございます。なお、令和元年度の給水

収益に対する平均改定率は、マイナス０．１１％でございます。 

次に、議第４２号、令和３年度竜王町一般会計補正予算（第２号）につきまし

ては、現在お認めをいただいております補正予算（第１号）までの歳入歳出予算

額が、６１億５，８５７万６，０００円でございます。今回、この総額に歳入歳

出それぞれ９，４１３万９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ６２億５，２７１万５，０００円とさせていただくものでございます。 
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補正予算の主な内容としまして、歳出予算におきましては、中心核整備に係る

土地収用法による事業認定申請に向けた経費、公共施設等総合管理計画に基づく

公共施設除却事業、さらに、新型コロナウイルス感染症に対する施策として、中

小企業等への経済支援についてそれぞれ増額をするものございます。歳入予算に

おきましては、公共施設除却事業の財源として町債、また、普通交付税の交付決

定により普通交付税及び臨時財政対策債をそれぞれ増額するとともに、当初予算

編成において取り崩した財政調整基金を減額するものでございます。債務負担行

為補正につきましては、次年度に事業が円滑に進められるよう追加するものでご

ざいます。地方債補正につきましては、普通交付税の財源不足分として発行する

臨時財政対策債等について変更するものでございます。 

次に、議第４３号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

補正予算（第１号）につきましては、現在お認めをいただいております当初予算

の歳入歳出予算額が１６億１，４２０万円でございます。今回、この総額に歳入

歳出それぞれ７３８万２，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１６億２，１５８万２，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、歳出予算におきまして、国民健康保険保険

給付費等交付金の額の確定により償還金を増額するとともに、歳入予算におきま

して、償還金の財源として前年度繰越金を増額するものでございます。債務負担

行為につきましては、各健診について次年度に事業が円滑に進められるよう設定

するものでございます。 

次に、議第４４号、令和３年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

補正予算（第１号）につきましては、医科におきまして、現在お認めをいただい

ております当初予算の歳入歳出予算額が１，１６０万円でございます。今回、こ

の総額に５００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，６６

０万円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容としましては、歳出予算におきまして、新たに開業する竜王町

国民健康保険診療所の円滑な運営を図るため、診療所の指定管理者が医師、看護

師、理学療法士等の医療従事者を確保する経費に対し交付金を交付することから、

増額するものでございます。歳入予算におきまして、その財源として財政調整基

金繰入金を増額するものでございます。 

次に、議第４５号、令和３年度竜王町介護保険特別会計補正予算（第１号）に

つきましては、現在お認めをいただいております当初予算の歳入歳出予算額が、
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１０億６，２１０万円でございます。今回、この総額に歳入歳出それぞれ３，１

２０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億９，

３３０万４，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容としましては、歳出予算におきまして、執行見込みにより居宅

介護住宅改修費を増額するとともに、令和２年度介護給付費負担金及び地域支援

事業負担金の償還額が確定したため、償還金を増額するものでございます。歳入

予算におきましては、償還金の財源として前年度繰越金を増額するもの等でござ

います。 

次に、議第４６号、令和３年度竜王町水道事業会計補正予算（第１号）につき

ましては、令和３年度竜王町水道事業会計の第３条で定めました収益的支出の既

決予定額３億３，６９３万９，０００円に、今回１７６万円を増額し、３億３，

８６９万９，０００円とさせていただくものでございます。 

補正予算の内容といたしましては、営業費用の総係費のうち、委託料につきま

して、水道料金改定に伴うシステム改修委託料について増額するものでございま

す。 

以上、議第３９号から議第４６号までの８議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、議第４２号につきましては、詳細について担当課長

から説明させますので、よろしくお願い申し上げます 

○議長（小西久次） 間宮総務課長。 

○総務課長（間宮泰樹） ただいま、町長から議第４２号、令和３年度竜王町一般

会計補正予算（第２号）について、提案理由の説明があったところでございます

が、さらにその内容について、お手元配付の提出議案説明資料１１ページの、令

和３年度９月補正予算概要により説明させていただきます。 

まず、ページ中段の主な歳出から説明いたします。 

費用弁償（パートタイム会計年度任用職員分）７８万８，０００円の増額は、

令和３年４月から６月において、職員の育児休業等により、当初予定していた人

数よりも多くの会計年度任用職員を雇用する必要が生じ、予算が不足する見込み

であることから増額するものでございます。 

次に、押印見直し支援業務委託料１４３万円の増額は、デジタル庁設置に伴い、

国において各手続の押印廃止が進められており、本町においても各例規に規定す

る押印についての見直しを進めるため、洗い出し業務等に係る委託料を増額する

ものでございます。 
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次に、供託金２００万円の増額は、令和２年度に発生した官製談合防止法違反

等に関し、本町が被った損害の賠償請求の手続に伴う供託金について増額するも

のでございます。 

次に、ＤＸ推進計画策定・情報セキュリティポリシー改定支援業務委託料９９

６万６，０００円の増額は、総務省が策定した自治体デジタル・トランスフォー

メーション推進計画に基づき、町民の利便性及び事務の効率化を目的とした推進

計画の策定、並びに総務省が策定した地方公共団体情報セキュリティポリシーガ

イドラインに準じたセキュリティポリシーの改訂を行うに当たり、いずれも専門

的知見を踏まえた支援が必要となることから、委託料を増額するものでございま

す。 

次に、老人憩の家解体工事監理業務委託料１０７万８，０００円及び老人憩の

家解体工事１，５０３万円の増額は、公共施設等総合管理計画に基づき公共施設

の除却を行うため増額するものでございます。 

次に、総合庁舎管理用備品９２万９，０００円の増額は、１０月１日付で採用

を予定している職員分の事務机及び椅子を購入し、併せて、一部既存の椅子が老

朽化しており買換えをしたいことから増額するものでございます。 

次に、交通安全施設整備工事３００万円の増額は、本年５月に発生した山之上

地先での中学生の事故及び本年７月に発生した千葉県での小学生の事故を受けて、

通学路の安全対策として町内１０カ所の横断歩道部の区画線工及び１カ所の縁石

工を緊急的に行うことから増額するものでございます。 

次に、中心核整備事業といたしまして、土地収用法事業認定申請に伴い、小学

校を除いた整備予定施設の建物図面等が必要となることから、委託料１，７８０

万円を増額するとともに、交流・文教ゾーン造成等基本設計業務委託料について

入札の執行残を４９０万円減額し、前述の予算執行のために組み替えるものでご

ざいます。 

次に、シティプロモーション事業といたしまして、総額６６７万３，０００円

の増額は、第６次総合計画のスタートに合わせて、定住人口増加に向けて「竜王

に住みたい」と思っていただけるような本町の魅力発信を目的としたＰＲ動画を

作成するため、委託料を増額するものでございます。 

次に、地籍調査測量業務委託料２００万円の増額は、山之上地区地籍調査の認

証請求の目途が立ったことにより増額するものでございます。 

次に、施設整備工事５８６万３，０００円の増額は、６月下旬に妹背の里水上
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ステージの欄干が老朽化により破損し、急遽修繕が必要となったことから増額す

るものでございます。 

次に、町税過年度過納還付金７００万円の増額は、現時点で確定している還付

について予算不足が生じるため、増額するものでございます。 

次に、収入保険加入推進事業補助金１６５万円の増額は、農業者が加入する収

入保険や農業共済などの農業保険に対して、１経営体１０万円を上限として補助

するため、増額するものでございます。 

ページをおめくりいただきまして、事業継続支援金１，２５０万円の増額は、

滋賀県事業継続支援金を受給した者に対して、新型コロナウイルス感染症対策と

して町独自の支援金を上乗せして支給することから、増額するものでございます。 

次に、町道維持修繕工事２００万円の増額は、町道希望が丘線における降雨時

の道路冠水対策を実施することから、増額するものでございます。 

次に、河川愛護作業補助金２００万円の増額は、実績見込みにより増額するも

のでございます。 

次に、特殊建築物定期報告修繕工事設計業務委託料９４万５，０００円の増額

は、令和２年度特殊建築物定期報告に基づく改善通知に係る修繕工事を実施する

ための設計業務を委託することから、増額するものでございます。 

次に、幼稚園務ＩＣＴ化経費といたしまして、保護者との連絡、職員の勤怠管

理等についてＩＣＴ化を行うことから、園務支援システムの導入費用等について

総額８１万２，０００円を増額するものでございます。 

次に、アレルギー対応調理室設置実施設計業務委託料２３６万円の増額は、ア

レルギー対応調理室設置のための実施設計を委託することから、増額するもので

ございます。 

次に、災害復旧工事２００万円の増額は、８月１３日からの大雨により薬師地

先の農道法面が崩落し、復旧する必要が生じたことから増額するものでございま

す。 

続いて、歳入補正予算でございますが、１１ページ上段の主な歳入から説明い

たします。 

普通交付税３，１６２万５，０００円の増額は、交付決定額が当初予算計上額

を上回ったことから、差額分を増額するものでございます。 

次に、県支出金について、県自治振興交付金（提案事業）１００万円の増額は、

シティプロモーション事業が交付金の対象となることから増額するものでござい
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ます。 

次に、公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業補助金６８万９，０００

円の増額は、園務支援システムの導入に要する経費の３分の２について補助金が

交付されることから、増額するものでございます。 

次に、河川愛護活動事業委託金２００万円の増額は、大型機械の使用面積が増

加したこと等により増額するものでございます。 

次に、地方債について、公共施設等適正管理推進事業債１，４４０万円の増額

は、老人憩の家除却経費の財源とすることから増額するものでございます。 

次に、緊急自然災害防止対策事業債２００万円の増額は、町道維持修繕工事の

財源とすることから増額するものでございます。 

次に、臨時財政対策債６，９３４万９，０００円の増額は、普通交付税の交付

決定により財源不足額が当初予算計上額を上回ったことから、差額分を増額する

ものでございます。 

次に、当初予算編成において取り崩した財政調整基金繰入金を２，７５５万８，

０００円減額するものでございます。 

次に、１２ページの債務負担行為補正（追加）について御説明いたします。 

まず、チョイソコりゅうおう運行経費につきまして、令和４年度からの本格運

行に当たり、今年度中に運行契約等を行う必要があることから、追加するもので

ございます。 

次に、がん検診などの住民健診業務につきましては、次年度に事業が円滑に進

められるよう、今年度中に契約等に係る事務処理を行う必要があることから、そ

れぞれ追加するものでございます。 

次に、外国語教育指導者派遣業務につきましては、円滑な事業の実施を図るた

め、また、効率的かつ効果的な業務実施のため、複数年にわたり契約することか

ら追加するものでございます。 

最後に、地方債補正（変更）についてですが、先ほど歳入において説明しまし

たとおり、増額変更するものでございます。 

以上、令和３年度竜王町一般会計補正予算（第２号）の説明といたします。よ

ろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１１ 議第４７号 令和２年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第１２ 議第４８号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定） 
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            歳入歳出決算認定について 

日程第１３ 議第４９号 令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定） 

            歳入歳出決算認定について 

日程第１４ 議第５０号 令和２年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

日程第１５ 議第５１号 令和２年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

日程第１６ 議第５２号 令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

○議長（小西久次） 次に、日程第１１ 議第４７号、令和２年度竜王町一般会計

歳入歳出決算認定についてから日程第１６ 議第５２号、令和２年度竜王町後期

高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてまでの６議案についてを一括議題

といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました、議第４７号から議第５２

号までの６議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第４７号、令和２年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、議第４８

号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）歳入歳出決算認定

について、議第４９号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、議第５０号、令和２年度竜王町学校給食事業特別会

計歳入歳出決算認定について、議第５１号、令和２年度竜王町介護保険特別会計

歳入歳出決算認定について及び議第５２号、令和２年度竜王町後期高齢者医療特

別会計歳入歳出決算認定についての６議案につきましては、地方自治法第２３３

条第２項の規定により、町監査委員による審査を終えていただきましたので、同

条第３項の規定に基づき、議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第４７号から議第５２号までの６議案につきまして提案理由を申し上

げたところでございますが、詳細につきましては、会計管理者から説明をさせま

すので、よろしく御審議を賜り、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 小森会計管理者。 

○会計管理者（小森久美子） ただいま町長から提案理由の説明がありました、議

第４７号から議第５２号までの６議案につきましては、令和２年度の一般会計、
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並びに各特別会計のそれぞれの決算について、地方自治法第２３３条第１項及び

同法施行令第１６６条、並びに同法施行規則第１６条及び第１６条の２の規定に

より調製をいたしましたもので、その決算概要につきまして御説明申し上げます。 

お手元に決算報告書をお届けいたしておりますので、これを中心にして御説明

申し上げたいと思います。 

議第４７号、令和２年度竜王町一般会計歳入歳出決算認定について、決算の概

要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１ページを御覧いただきたいと思います。 

一般会計の決算額は、歳入総額が８４億８，７７７万１５２円、歳出総額が８

２億８，９３７万４，０２３円となり、歳入歳出差引額は１億９，８３９万６，

１２９円となりました。このうち、翌年度に繰り越した事業に要する財源１，９

５２万２，０００円を差し引きますと、実質収支額は１億７，８８７万４，１２

９円の黒字となります。ここから、令和元年度の実質収支額であります１億９，

４０７万４，６３０円を差し引きますと、単年度収支額は１，５２０万５０１円

の赤字となります。さらに、単年度収支額に財政調整基金への積立金６３万８，

６２６円と町債の繰上償還金１億２，８３６万２，０００円を加えた実質単年度

収支額は、１億１，３８０万１２５円の黒字となりました。 

次に、決算報告書の１４７ページから御覧いただきたいと思います。令和２年

度の歳入の財源構成状況、歳出の目的別、並びに性質別決算状況等について、１

５２ページまでにわたり記載しています。 

まず、１４７ページの歳入の財源構成状況でございますが、自主財源が５１．

４％、依存財源が４８．６％となっており、令和元年度は、自主財源が７４．

２％、依存財源が２５．８％でありました。前年度と比較しますと、自主財源の

額が率にして８．２％減少し、依存財源の額が率にして１５０％増加しました。

歳入総額では、前年度に比べて２０億８，３８１万９，４８９円の増加で、率に

して３２．５％の増となりました。 

前年度と比較して大きく変動のあった科目や特色あるものについて、その要因

等を見てみますと、自主財源のうち、町税については総額３４億２，２８４万２，

１４３円となり、率にして１２．４％減少しています。大きな要因は、固定資産

税について主要事業者の設備投資による償却資産の増により約２億円の増となっ

たものの、新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、法人町民税が約６億６，

０００万円の収入減となったことから、町税としては４億８，４３７万３，１３
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０円減少する結果となりました。 

次に、依存財源のうち、法人事業税交付金が約１億１，０００万円の皆増、国

庫支出金については、新型コロナウイルス感染症対応関係の国庫補助金等で約１

５億円の増、町債が国の補正予算の活用による事業、町防災行政情報システム整

備における緊急防災・減災事業債の活用及び減収補填債の活用等により約７億６，

０００万円の増額となりました。 

以上のように活用できる財源を最大限に確保し、住民皆様へのサービス向上と

健全な財政運営を両輪に、重点プロジェクトに位置づけた事業を中心に、「活力

あるまちづくり」、「安心して暮らし続けられるまちづくり」を２本柱として積

極的に実施し、また、新型コロナウイルス感染症に対する施策として子育て世帯

への支援、農商工対策等を実施しました。 

次に、１４９ページから説明をさせていただきます。 

歳出総額では、前年度に比べて２１億９２８万円の増加、率にして３４．１％

の増となりました。歳出の構成比を目的別に見てみますと、主なものとして、総

務費が２６．３％、民生費が２０．２％、教育費が１０．７％、土木費が１０．

２％となっております。この中で、対前年度比較で増減額の大きいものについて

説明を申し上げます。金額については、千円単位でございます。 

総務費につきましては、１２億６，２１８万円、率にして１３８．２％増加し

ておりますが、主なものは、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策である特別

定額給付金事業の増でございます。 

消防費につきましては、４億７，０８８万３，０００円、率にして１８０．

４％増加しておりますが、主なものは、町防災行政情報システム整備の増でござ

います。 

諸支出金につきましては、２億３，０７６万７，０００円、率にして４８．

８％減少しておりますが、主なものは、税収減による財政調整基金積立金の大幅

な減額によるものです。 

次に、１５１ページの性質別の構成比で見てみますと、義務的経費である人件

費が１７．５％、扶助費が１０．７％、公債費が６．７％となっております。ま

た、投資的経費では、普通建設事業費が１４．７％、その他の経費については、

主なものとして物件費が１２．７％、補助費等が２９．４％となっております。 

この中で性質別決算状況の対前年度比較で増減額の大きいものについて説明を

申し上げます。 
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投資的経費のうち普通建設事業費について、９億３，８９２万２，０００円、

率にして３４０．２％増加しておりますが、これは町防災行政情報システム整備、

道の駅アグリパーク竜王内の直売所増築工事及び農村環境改善センター改修工事、

竜王大橋耐震補強工事、総合運動公園施設の冷温水発生機更新工事、ＧＩＧＡス

クール構想による小中学校ネットワーク環境整備等によるものです。また、その

他の経費のうち補助費等について、１２億４，６３７万９，０００円、率にして

１０４．７％増加しておりますが、これは、新型コロナウイルス感染症緊急経済

対策である特別定額給付金事業等の増によるものです。 

なお、決算の具体的内容につきましては、歳入は決算報告書の４ページから９

ページに款別に順を追って記載しておりますので、説明を省略させていただきま

す。歳出につきましては、決算報告書の１０ページから１４６ページにわたり、

各所管別、予算科目順に事務事業の内容と事業の成果表を併せて列記しておりま

すので、御覧いただきますようお願いいたします。なお、説明は省略させていた

だきます。また、決算書の１４５ページから１４８ページには、公有財産の土地

及び建物の令和２年度中の増減、並びに年度末現在高を、１４９ページからは、

山林、物権、出資による権利の状況を、さらに、１５０ページから１５１ページ

には５０万円以上の重要物品を、１５２ページから１５４ページには基金の年度

末現在高をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。 

なお、土地開発基金及び用品等調達基金のそれぞれの運用状況につきましては、

別冊の調書をお届けいたしておりますので、併せて御参照いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

以上、令和２年度一般会計の決算概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第４８号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書の１５３ページを御覧いただきたいと思います。 

令和２年度竜王町国民健康保険における被保険者数は、前年度に比べ２.２％

の減少となりました。竜王町の居住者全体の国民健康保険への加入割合では、世

帯数は３１．１％、被保険者数は１９．６％となっています。国民健康保険制度

改革により平成３０年度から滋賀県が県内市町国保の財政運営主体となったこと

で、国民健康保険税で集めるべき額が医療費の増減に影響されなくなりましたが、

引き続き医療費の動向を見定め、保健事業の充実も含め適正運営に努めなければ
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なりません。決算収支の状況は、歳入総額が１１億９，１２８万１，７３８円、

歳出総額が１１億８，３５８万７，４１６円で歳入歳出差引額は７６９万４，３

２２円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものといたしましては、決算書１５９ページ、款５国民健康保険税

が２億２，９３８万３，２０３円、１６１ページ、款２５県支出金が８億５，４

４９万８，６４４円、款４０繰入金が８，４５６万３，６９１円でございます。 

次に、歳出の主なものといたしましては、１６６ページ、款１０保険給付費が

８億３，５０７万９，２９４円、１６８ページ、款１７国民健康保険事業費納付

金が３億８３９万６，０３７円、１６９ページ、款２５保健事業費が９８７万４

４６円でこれは、特定健診受診率向上啓発と健康指導や疾病の早期発見など健康

づくりに取り組んだものです。さらに、１７０ページ、款３０基金積立金が１，

６１０万７，５７８円でございます。 

なお、国民健康保険の加入世帯数及び被保険者数等につきましては、決算報告

書の１５３ページに記載いたしておりますので御覧いただきたいと思います。ま

た、決算書の１７４ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、併

せて御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（事業勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第４９号、令和２年度竜王町国民健康保険事業特別会計（施設勘定）

歳入歳出決算認定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１６１ページからでございます。 

まず、医科診療所における決算収支でございますが、歳入総額が２億２，１０

６万５，５７１円、歳出総額が２億５９２万２，６８１円で、歳入歳出差引額は

１，５１４万２，８９０円となりました。このうち、翌年度に繰り越した事業に

要する財源１，４１７万７，０００円を差し引きますと、実質収支額は９６万５，

８９０円の黒字となります。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の１８０ページ、款２５繰入金が財

政調整基金２，１５６万２，０００円でございます。次に、１８１ページ、款４

０町債が１億９，８４０万円で、これは医科診療所整備のための医科診療所整備

事業債でございます。 

歳出の主なものといたしましては、１８２ページの款５総務費が２億５９０万

１，００９円で、医療施設設置者としての維持管理費及び医科診療所指定管理料、
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また、医科診療所移転整備に伴う用地取得費、造成工事費、建築工事費等でござ

います。 

以上が医科の内容でございます。 

次に、決算報告書の１６２ページ、歯科診療所における決算収支につきまして

御説明申し上げます。 

歳入総額が５，１９３万４，０３７円、歳出総額が４，７５５万３，４３３円

で、歳入歳出差引額は４３８万６０４円となりまして、実質収支額も同額となっ

ております。 

歳入の主なものは、決算書の１８５ページ、款５診療収入が４，０４９万７，

５５９円、１８６ページ、款２５繰入金が２９５万１，０００円でございます。 

歳出の主なものは、決算書の１８９ページの款５総務費が３，３７２万５，９

６７円で、人件費及び施設の維持管理費などでございます。 

次に、１９１ページの款１０医業費が８５４万７，７９０円となっています。 

なお、受診状況は、決算報告書の１６４ページでございますが、年間受診件数

は３，５１１件、年間外来者数は５，６２９人で、新型コロナウイルス感染症予

防のため４月、５月に緊急患者以外の診療等を控えていたことから、令和元年度

と比較しますと、受診件数、外来者数ともに減少しました。さらに、年間診療収

入は３，９８９万４，７５５円となり、令和元年度と比較しますと、５２３万３，

６４６円の減収となりました。決算書の１９４ページ及び１９５ページには財産

に関する調書を添付いたしておりますので御参照いただきたいと思います。 

以上、国民健康保険事業特別会計（施設勘定）の決算の概要を申し上げ、提案

説明とさせていただきます。 

次に、議第５０号、令和２年度竜王町学校給食事業特別会計歳入歳出決算認定

について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は、１６７ページからでございます。 

御承知のとおり、学校給食は、成長期における園児・児童・生徒の健康増進を

図るため、栄養バランスの取れた食事を提供し、併せて、望ましい食習慣の形成

を図る重要な「食育」の実践の場と位置づけ、教育の一環として取り組んでおり

ます。決算収支の状況でございますが、歳入総額が５，４２５万５，７６４円、

歳出総額が５，４１４万２，３９４円で、歳入歳出差引額は１１万３，３７０円

となりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入でございますが、決算書は２００ページでございます。歳入の主なものと
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いたしまして、款５給食費負担金が４，００５万４，０５５円でございます。 

次に、２０１ページ、款４０繰入金１，２６８万５，５７２円のうち、１，２

２４万４，２６４円は、新型コロナウイルス感染症に対する子育て世帯への支援

として、６月から８月分の児童等の給食費を無償化したことによる給食費負担金

の減額分に係る一般会計からの繰入金でございます。 

歳出につきましては、２０２ページ、款５給食事業費として給食材料費等の決

算額が５，４１４万２，３９４円でございます。 

以上、学校給食事業特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていた

だきます。 

次に、議第５１号、令和２年度竜王町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は１７０ページからでございます。 

介護保険の第１号被保険者数は３，３１２人で、うち後期高齢者数は１，４６

５人であります。また、要介護・要支援認定者数は５６３人であります。決算収

支の状況でございますが、歳入総額が９億８，９６２万４，１４０円、歳出総額

が９億５，２０７万４，２１４円で、歳入歳出差引額は３，７５４万９，９２６

円となりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものといたしましては、決算書の２０８ページ、款５保険料が２億

４，３７９万２，６８９円、款１５国庫支出金が２億３０８万８，７４４円、２

１０ページ、款２０支払基金交付金が２億３，４９５万４，０００円、款２５県

支出金が１億４，４２７万５，８７８円、２１１ページ、款３５繰入金が１億３，

１３７万６，３３９円でございます。 

歳出の主なものといたしましては、決算書の２１５ページ、款１０保険給付費

が８億６，１４７万８，５８６円でございます。 

次に、２２０ページ、款１１の地域支援事業費が４，８４５万７，３４４円で

ございます。これは、地域包括支援センターの業務による介護予防事業に要した

費用でございます。２２４ページ、款２０基金積立金は２，９０６万５，２８６

円で、介護給付費準備基金に積立てを行いました。 

詳細につきましては、決算報告書の１７０ページから一般状況を、また、１７

２ページ以降に経理状況を、それぞれ記載させていただいております。また、決

算書の２２７ページに財産に関する調書を添付いたしておりますので、御参照い

ただきたいと思います。 
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以上、介護保険特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせていただき

ます。 

次に、議第５２号、令和２年度竜王町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について、決算の概要を御説明申し上げます。 

決算報告書は２００ページからでございます。 

後期高齢者医療制度は、開始から１０年以上経過したこと及び関係機関の制度

周知も一定の成果を得たことにより、円滑な制度運営を行うことができました。

保険給付や保険料額の決定などは、滋賀県後期高齢者医療広域連合が担い、町に

おいては、保険料徴収を行っておりますが、収納率は９９．９６％でありました。

決算収支の状況でございますが、歳入総額が１億２，２４２万３，１６５円、歳

出総額が１億２，２３３万３，５６４円で、歳入歳出差引額は８万９，６０１円

となりまして、実質収支額も同額となっております。 

歳入の主なものは、決算書の２３１ページ、款５後期高齢者保険料が９，４０

５万５，６７２円、２３２ページ、款２０の繰入金が２，４４８万９，３４６円

で、そのうち２，２７３万６，２７０円は保険基盤安定に係る繰入金でございま

す。 

次に、歳出でございますが、決算書は２３４ページでございます。款５総務費

が２０８万９，１７６円で、資格管理及び保険料徴収の事務費でございます。ま

た、款１０後期高齢者医療広域連合納付金が１億１，６８３万９，４２３円で、

被保険者から納付された保険料等を滋賀県後期高齢者医療広域連合に納付してい

るものです。 

以上、後期高齢者医療特別会計の決算の概要を申し上げ、提案説明とさせてい

ただきます。 

以上をもちまして、議第４７号から議第５２号までの６議案につきましての提

案説明を終わらせていただきます。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上

げます。 

○議長（小西久次） それでは、ここで決算審査報告をお願いいたします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、申し上げます。令和２年度竜王町歳入歳

出決算、並びに竜王町土地開発基金等運用状況について決算審査を行いましたの

で報告申し上げます。 

なお、第１、審査の概要と第２、審査の結果についてはお手元の資料のとおり
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でございますので、第３、審査の意見を述べて決算審査報告といたします。 

令和２年度の竜王町歳入歳出決算、並びに竜王町土地開発基金等の運用状況に

ついて審査を実施しました。審査に当たり、諸帳簿の照合、計数の確認、並びに

各会計の予算執行状況について慎重に審査を行いました。その結果、特に指摘す

べき事項は見当たりませんでした。 

決算内容については、大きな不用額のある項目も見られましたが、その理由も

含め、ほぼ適正に運営されているものと見受けました。また、審査を通じて、各

部署の業務遂行への取組や各会計における経費節減に向けた努力を理解すること

ができました。 

一般会計は、歳入総額８４億８，７７７万円、歳出総額８２億８，９３７万４，

０００円でした。歳入歳出差引額は１億９，８３９万６，０００円、実質単年度

収支額は１億１，３８０万円の黒字決算となりました。特別会計は、５会計合計

で、歳入総額は２６億３，０５８万３，０００円、歳出総額は２５億６，５６１

万２，０００円でした。歳入歳出差引額の合計額は６，４９７万１，０００円と

なり、前年度比９６３万３，０００円の増加となりました。 

財務状況を見ますと、一般会計の当年度の財政力指数が１．１８２となり、令

和２年度も普通交付税の不交付団体となりました。経常収支比率は、前年度比５．

４ポイント悪化し８８．２％となりましたが、この主な要因は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響等による法人町民税の減少と言えます。本町においては、算定

の分母に当たる経常一般財源における町税の年度間の変動額が大きいことから、

町税収入の動向によっては、指標が大きく悪化することも考えられます。 

一方、経常経費のうちの義務的経費が増加傾向にあると言えます。また、一般

会計、直診会計、水道事業会計、下水道事業会計の町債残高の総合計は、９４億

１４８万８，０００円と依然として多額な状況であります。ついては、経常経費

の抑制や経常一般財源の動向及び町債残高に留意しつつ、戦略的に財政運営され

ることが期待されます。 

収入未済状況を見ますと、町税や国民健康保険税等において、依然として滞納

が多いと言えます。初動及び滞納対応等を着実に実施され、収納率の向上を図ら

れたい。 

事務状況を見ますと、伺書については発送日記入漏れ等がありましたが、おお

むね正しく励行されつつあると言えます。しかし、整理整頓や掲示物の掲示につ

いては不十分な状況であります。また、復命書の課内共有がない事象、会計年度
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任用職員による伺書作成や伝票起票がない事象及び昨年度の監査指摘事項への回

答の中で作成済みとあるのに、実際には作成がない事象がありました。課内の全

員での情報共有、全員での業務推進及び全員での正確な処理・回答を実行される

よう、格段に注力されたい。 

ところで、平成３０年度に表面化した農村下水道使用料徴収問題、また、令和

２年度に発現した官製談合防止法違反等の事件については、再発防止策等を着実

に遂行の上、町行政の信頼回復に努められたい。改めて、正しい事務処理が当然

という職場文化の再確認を強く希求します。 

最後に、行財政改革、並びに業務の効率化を図られ、住民福祉の向上に努めら

れることを期待して、審査の意見といたします。 

○議長（小西久次） この際、申し上げます。ここで、午後２時２５分まで暫時休

憩いたします。 

休憩 午後２時０６分 

再開 午後２時２５分 

○議長（小西久次） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１７ 議第５３号 令和２年度竜王町水道事業会計決算認定について 

日程第１８ 議第５４号 令和２年度竜王町下水道事業会計決算認定について 

○議長（小西久次） 次に 日程第１７ 議第５３号、令和２年度竜王町水道事業

会計決算認定について及び日程第１８ 議第５４号、令和２年度竜王町下水道事

業会計決算認定についての２議案についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま上程いただきました議第５３号及び議第５４号につ

きまして、提案理由を申し上げます。 

議第５３号、令和２年度竜王町水道事業会計決算認定について及び議第５４号、

令和２年度竜王町下水道事業会計決算認定についての２議案につきましては、地

方公営企業法第３０条第２項の規定により、町監査委員による審査を終えていた

だきましたので、同条第４項に基づき議会の認定に付するものでございます。 

以上、議第５３号及び議第５４号について提案理由を申し上げたところでござ

いますが、詳細につきましては担当課長から説明をさせますので、よろしく御審

議を賜り、御承認いただきますようお願い申し上げます。 
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○議長（小西久次） 森岡上下水道課長。 

○上下水道課長（森岡道友） ただいま町長から提案理由を申し上げました議第５

３号、令和２年度竜王町水道事業会計決算認定について、決算書に基づき御説明

を申し上げます。 

まず、１ページの令和２年度竜王町水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、水道事業収益といたしまして

は、営業収益、営業外収益及び特別利益を合わせまして決算額が３億６，１８３

万９，１５６円で、このうち仮受消費税は２，７２３万８，２３９円でございま

す。支出でございますが、水道事業費用といたしましては、営業費用、営業外費

用を合わせまして決算額が３億２，１８０万２，３０９円で、このうち仮払消費

税は１，８９８万７，０８６円でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、企業債から他会計負担金までを合わせまして決算額が１億３２５万３，

４００円でございます。支出でございますが、資本的支出といたしましては、建

設改良費及び企業債償還金を合わせまして決算額が１億７，２９４万９，３５３

円で、このうち仮払消費税は１，２８６万８，８００円でございます。 

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額６，９６９万５，９５３円は、

当年度分消費税資本的収支調整額、当年度及び過年度分損益勘定留保資金、並び

に当年度利益剰余金で補填いたしました。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 

営業収支は１，５３２万７，７７１円の損失となりましたが、営業外収支が４，

６３５万５，９６４円の利益となりましたので、経常利益として３，１０２万８，

１９３円でございます。さらに、特別利益が５０万８９７円、当年度純利益は３，

１５２万９，０９０円、これに前年度繰越利益剰余金２，３９３万４，４３３円、

未処分利益剰余金変動額２３９万６，８８１円を加え、当年度未処分利益剰余金

は５，７８６万４０４円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき利益の処分を

行うものでございます。当年度未処分利益剰余金５，７８６万４０４円のうち、

組入資本金へ２３９万６，８８１円組入れするとともに、減債積立金に４００万

円、建設改良積立金へ６４０万円を積み立てさせていただくものでございます。

積み立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は４，５０６万３，５２３円とな
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ります。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産といたしまして２２億６，１６７万５，

０４６円、流動資産といたしまして４億４，２６６万１，４７６円でございます。

したがいまして、資産合計は２７億４３３万６，５２２円となるものでございま

す。 

次に、負債の部でございます。固定負債といたしまして９億４，７８４万１，

５６０円、流動負債といたしまして１億１，８０５万６，２８８円、繰延収益と

いたしまして８億２，６１９万６，８０９円でございます。したがいまして、負

債合計は１８億９，２０９万４，６５７円となるものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金といたしまして４億４，３２７万９，４

３７円、剰余金といたしまして３億６，８９６万２，４２８円でございます。し

たがいまして、資本合計は８億１，２２４万１，８６５円、負債資本合計は２７

億４３３万６，５２２円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び附属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和２年度竜王町水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、議第５４号、令和２年度竜王町下水道事業会計決算認定について、

決算書に基づき御説明を申し上げます。 

まず、１ページの令和２年度竜王町下水道事業決算報告書を御覧ください。 

第３条予算の収益的収支の収入でございますが、下水道事業収益といたしまし

ては、営業収益及び営業外収益を合わせまして決算額が５億１９８万３６９円で、

このうち仮受消費税は１，５３２万４７０円でございます。支出でございますが、

下水道事業費用といたしましては、営業費用及び営業外費用を合わせまして決算

額が４億７，９６１万４，２８５円で、このうち仮払消費税は８５０万６６６円

でございます。 

次に、第４条予算の資本的収支の収入でございますが、資本的収入といたしま

しては、他会計出資金から分担金までを合わせまして決算額が２億５，７０６万

９，６３７円でございます。支出でございますが、資本的支出といたしましては、

建設改良費及び企業債償還金を合わせまして決算額が４億７９０万４２１円で、

このうち仮払消費税は７１９万１，９７８円でございます。 
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なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５，０８３万７８４円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金及

び当年度分損益勘定留保資金で補填いたしました。 

次に、３ページの損益計算書を御覧ください。 

営業収支は、２億５，５０２万５，７１８円の損失となりましたが、営業外収

支が２億７，０５３万７，５９９円の利益となりましたので、経常利益は１，５

５１万１，８８１円でございます。当年度純利益１，５５１万１，８８１円に前

年度繰越利益剰余金１，７６０万３，２８１円を加え、当年度未処分利益剰余金

は３，３１１万５，１６２円となるものでございます。 

次に、７ページの剰余金処分計算書（案）を御覧ください。 

これは、竜王町下水道事業の剰余金の処分等に関する条例に基づき利益の処分

を行うものでございます。 

当年度未処分利益剰余金３，３１１万５，１６２円のうち、減債積立金に４０

０万円、建設改良積立金に３５０万円を積み立てさせていただくものでございま

す。積み立ていたしますと、翌年度繰越利益剰余金は２，５６１万５，１６２円

となります。 

次に、貸借対照表を御覧ください。 

まず、資産の部でございます。固定資産といたしまして８６億５，２００万４，

０１６円、流動資産といたしまして１億８，８９５万６，３３６円でございます。

したがいまして、資産合計は８８億４，０９６万３５２円となるものでございま

す。 

次に、負債の部でございます。固定負債といたしまして３２億９，６８０万６，

８８６円、流動負債といたしまして３億７，３５２万２，１２２円でございます。

繰延収益といたしまして４７億９，６０５万５，９７９円でございます。したが

いまして、負債合計は８４億６，６３８万４，９８７円となるものでございます。 

次に、資本の部でございます。資本金といたしましては２億７，７５８万４，

３１３円、剰余金といたしまして９，６９９万１，０５２円でございます。した

がいまして、資本合計は３億７，４５７万５，３６５円、負債資本合計は８８億

４，０９６万３５２円となるものでございます。 

なお、１１ページ以降につきましては、これらの資料として、注記表及び附属

書類を添付いたしておりますので、御覧いただきたいと存じます。 

以上、令和２年度竜王町下水道事業会計決算認定につきましての内容説明とさ
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せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小西久次） それでは、ここで決算審査報告をお願いいたします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、申し上げます。令和２年度竜王町水道事

業会計について、決算審査報告を行います。 

なお、第１、審査の概要と第２、審査の結果についてはお手元の資料のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べて決算審査報告といたします。 

第３、審査の意見。令和２年度竜王町水道事業会計決算の審査を実施しました。

審査に当たり、関係諸帳簿の照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、特に指

摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公営企業

として効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けいたしました。 

令和２年度の営業収益は２億７，４４７万４，４１５円、営業費用は２億８，

９８０万２，１８６円となり、営業利益はマイナス１，５３２万７，７７１円と

なりました。また、営業外収益は５，９６２万５，６０５円、営業外費用は１，

３２６万９，６４１円、経常利益は３，１０２万８，１９３円となり、特別利益

を加除した当年度純利益は３，１５２万９，０９０円となり、前年度比６７９万

４，７４７円の大幅な増加となりました。 

この主な要因は、営業費用の大幅な減少、特に総係費及び減価償却費の大幅な

減少の結果と言えます。また、前年度比較で年間配水量が１万５，９６１立方メ

ートル減、年間有収水量が２万６，７１３立方メートル減ではありましたが、有

収率が９１．４％と高水準を維持していること等にあると言えます。職員１人当

たりの有収水量、営業収益、並びに有収率の状況等から見て、効率性は比較的高

いと言えます。引き続き未収金の減少をはじめ、現状況の継承を大いに期待しま

す。 

本年度の主な工事は、山之上地先基幹管路敷設替工事８，７０７万９，０００

円。西横関地先舗装本復旧工事１，２８７万円等でありました。昭和５７年７月

から開始された全町給水の水道事業は、今後においても安心安全、かつ安定的に

上水道を供給することが求められます。このことから、基幹管路、並びに配水管

等の敷設替工事については、引き続き計画的に着実に実施されたい。 

一方、当該工事等には多額な費用を要するわけですが、企業債残高は９億８，

２０７万円であり、漸増傾向にあります。ついては、この企業債残高にも十分留

意しながら実施されることを期待します。また、町民に現況、並びに各種計画等
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を分かりやすく説明、周知を図り、水道事業への関心を一段と増大させるととも

に、町民の理解、支援の下で事業推進されるよう期待します。 

最後に、水道事業の安定供給、並びに健全経営に努められることを期待し、審

査の意見といたします。 

次に、令和２年度竜王町下水道事業会計について決算審査報告を行います。 

また、第１、審査の概要と第２、審査の結果についてはお手元の資料のとおり

でございますので、第３、審査の意見を述べて決算審査報告といたします。 

第３、審査の意見。令和２年度竜王町下水道事業会計決算の審査を実施しまし

た。審査に当たり、関係諸帳簿との照合及び計数の確認を慎重に行いましたが、

特に指摘すべき事項は見当たりませんでした。また、諸経費の節減をはじめ、公

営企業として、効率性や健全な事業経営に努力しているものと見受けしました。 

当年度の営業収益は１億５，３８３万７，５０８円、営業費用は４億８８６万

３，２２６円、営業利益はマイナス２億５，５０２万５，７１８円となりました。

また、営業外収益は３億３，３３６万９，２２７円、営業外費用は６，２８３万

１，６２８円で、経常利益は１，５５１万１，８８１円となり、特別損益を加除

した当年度純利益は１，５５１万１，８８１円となりました。 

なお、別表２比較損益計算書から鑑みると、当年度中における他会計からの補

助金は１億７，７００万円であり、本補助金及び長期前受金戻入等を含む営業外

収益が営業損失を補い、経常利益を計上していると言えます。 

当年度の工事としては、建設工事では、公共下水道汚水感染工区その４工事２，

５００万６，３００円、岡屋マンホールポンプ設置工事１，４８１万２，６００

円、保存工事では、マンホールポンプ修繕業務他２３５万５，３９７円でありま

した。 

平成３０年度から下水道事業会計は、従前の現金主義・単式簿記の会計方式か

ら、地方公営企業法の財務規定等適用による発生主義・複式簿記の企業会計方式

に移行しております。第２表で、職員１人当たりの有収水量、営業収益、排水管

距離等を例示しましたが、各種指標等を用いて事業経営状況の明確化や透明性の

向上を図り、今後とも効率的な業務活動に努められたい。また、今年度末の企業

債残高は３６億１５４万１，９７５円で、平成２５年度末比大幅に減少しており

ますが、未だに多額であります。健全経営に向け、長期的な計画の下に事業推進

されることを期待します。 

ところで、平成３０年度に表面化しました農村下水道使用料徴収問題について
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は、長期的な事業展望の再確認、農村下水道料金算定基準の再確認、再発防止策

の着実な実行の下に、通常状態への回復を早期に図られたい。あわせて、慣習で

はなく、条例・規則に沿った処理に努め、町行政の信頼回復に努められたい。 

最後に、今後とも持続可能な下水道事業の経営に努められることを期待し、審

査の意見といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１９ 議第５５号 竜王町教育委員会委員の任命について 

日程第２０ 議第５６号 竜王町公平委員会委員の選任について 

日程第２１ 議第５７号 竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第２２ 報第 ６号 令和２年度竜王町健全化判断比率について 

日程第２３ 報第 ７号 令和２年度竜王町資金不足比率について 

○議長（小西久次） 日程第１９ 議第５５号、竜王町教育委員会委員の任命につ

いてから日程第２１ 議第５７号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてまでの３議案及び日程第２２ 報第６号、令和２年度竜王町健全化判断比

率について、並びに日程第２３ 報第７号、令和２年度竜王町資金不足比率につ

いての２報告についてを一括議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

西田町長。 

○町長（西田秀治） ただいま一括上程いただきました議第５５号から議第５７号

までの３議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

議第５５号、竜王町教育委員会委員の任命につきましては、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

現在、竜王町教育委員会委員として御尽力いただいております川部由紀子氏は、

令和３年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続き川部由紀子氏を

任命いたしたく、提案申し上げるものでございます。（個人情報のため、一部秘

匿）なお、任期につきましては、令和３年１０月１日から４年間でございます。 

次に、議第５６号、竜王町公平委員会委員の選任につきましては、地方公務員

法第９条の２第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

現在、竜王町公平委員会委員として御尽力いただいております富長宗生氏は、

令和３年９月３０日をもって任期満了となりますが、引き続き富長宗生氏を選任

いたしたく、提案申し上げるものでございます。（個人情報のため、一部秘匿）   
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なお、任期については、令和３年１０月１日から４年間でございます。 

次に、議第５７号、竜王町固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、

地方税法第４２３条第３項の規定により議会の同意を求めるものでございます。

現在、竜王町固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいております村田

芳洋氏は、令和３年９月３０日をもって任期が満了いたしますが、引き続き村田

芳洋氏を選任いたしたく、提案申し上げるものでございます。（個人情報のため、

一部秘匿） 

なお、任期については、令和３年１０月１日から３年間でございます。 

続きまして、報第６号及び報第７号について報告いたします。 

報第６号、令和２年度竜王町健全化判断比率について及び報第７号、令和２年

度竜王町資金不足比率についてにつきましては、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、御報告申し上げるも

のでございます。 

令和２年度竜王町健全化判断比率につきましては、決算数値に基づき算定いた

しました結果、実質赤字比率及び連結実質赤字比率について、それぞれ赤字額は

発生しませんでした。実質公債費比率につきましては、早期健全化基準が２５％

であるのに対し、７．７％でありました。将来負担比率につきましては、地方債

残高等の将来負担額に対して基金等の充当可能財源が上回ったことにより算定さ

れませんでした。 

次に、令和２年度竜王町資金不足比率につきましては、決算数値に基づき算定

いたしました結果、水道事業、下水道事業いずれの会計についても資金不足額は

ありませんでした。 

以上、議第５５号から議第５７号までの３議案、並びに報第６号及び報第７号

の２報告全てにつきまして提案理由を申し上げましたので、よろしく御審議を賜

り、御承認いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（小西久次） 続きまして、報第６号、報第７号について審査報告をお願い

いたします。 

吉田代表監査委員。 

○代表監査委員（吉田定男） それでは、報告申し上げます。 

令和２年度竜王町健全化判断比率の審査報告を行います。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された、健全化判断比率及びその

算定基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当
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てて実施しました。 

２、審査の期日。令和３年８月１０日。 

３、審査の結果。（１）総合意見。審査に付された下記の健全化判断比率及び

その算定基礎となる事実を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認めました。 

（２）個別意見。①実質赤字比率について。令和２年度の実質赤字比率は、実

質収支額が黒字であるため、当該比率については該当せず、良好な状況にあると

認められます。②連結実質赤字比率について。令和２年度の連結実質赤字比率は、

連結実質収支額が黒字であるため、当該比率については該当せず、良好な状況に

あると認められます。③実質公債費比率について。令和２年度の実質公債費比率

は７．７％であり、早期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回り、

良好な状況にあると認められます。④将来負担比率について。令和２年度の将来

負担比率は、将来負担額が充当可能財源等の額以下であるため、当該比率につい

ては該当せず、良好な状況にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

続きまして、令和２年度竜王町公営企業会計資金不足比率の審査報告を行いま

す。 

１、審査の概要。この審査は、町長から提出された、資金不足比率及びその算

定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかに主眼を当

てて実施しました。 

２、審査の期日。令和３年８月１０日。 

３、審査の結果。（１）総合意見。審査に付された下記の資金不足比率及びそ

の算定基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと

認めました。 

（２）個別意見。水道事業会計、下水道事業会計ともに資金不足がなく、引き

続き良好な状態にあると認められます。 

（３）是正改善を要する事項。特に指摘すべき事項は認められませんでした。 

以上でございます。 

○議長（小西久次） 以上で、提案理由の説明が終わりました。 

この際、日程第２２ 報第６号、令和２年度竜王町健全化判断比率について、

並びに日程第２３ 報第７号、令和２年度竜王町資金不足比率についての２報告

について、質疑がありましたら、これを認めることにいたします。 
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質疑ありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（小西久次） ないようでありますので、質疑はこれで終結し、日程第２２ 

報第６号、並びに日程第２３ 報第７号の２報告について、報告を終結いたしま

す。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

大変御苦労さまでございました。 

散会 午後３時０５分 


